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在ポーランド日本国大使館 

 

 

在ポーランド日本国大使館では、ポーランドに在留され、当館へ在留届を提出されている

邦人の皆様の在留確認調査を定期的に実施しています。  

在留届はポーランドにおいて自然災害、事故及びテロ等の緊急事案が生じた際の在留邦

人の把握及び安否確認を円滑かつ正確に行うための重要な資料であるとともに、政府発表

の邦人数調査にも活用されることから、常に最新の情報に更新する必要があります。  

つきましては、一部の在留邦人の方に以下のメールアドレス及び電話番号から確認調査

のご連絡が入るところ、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

【問い合わせ先】 

在ポーランド日本国大使館 

領事班 

電話：22-696-5005 

メール：cons@wr.mofa.go.jp 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

